
平成２１年１月１９日開催教育委員会会議記録 
 

１ 開会・閉会等について 
日  時 平成 21 年 1月 19 日（月） 午後 3時 00 分 

場  所 教育委員会室 

開  会 午後 3時 00 分 

閉  会 午後 3時 25 分 

 
出席委員 
  委   員   長    髙  木  新 太 郎 

委       員    髙  杉  政  宏 
 委       員    髙  林  眞  理 
 委       員    横  井  利  男 
 教   育   長    久  保  孝  之   

 
  
 説明のために出席した職員 
   教 育 委 員 会 事 務 局 次 長   坂  本  康  治 
   庶 務 課 長      鈴  木  陽  子 
   学  務  課  長   石  井  秀  和 

指  導  室  長   仁  王  紀  夫 
      すみだ教育研究所長   岸  川  紀  子 
   生 涯 学 習 課 長    福  山    弘  
   ス ポ ー ツ 振 興 課 長      郡  司  剛  英 
   あ ず ま 図 書 館 長      吉  田    章 
 

 
 
２ 会議の概要 
 
○髙木委員長 それでは、教育委員会を始めたいと思います。本日の会議録署名人は髙林委員にお願い

いたします。  
  
議決事項第１ 

  議案第１号「行政財産の使用承認について」の案件を上程し、庶務課長が説明する。 

○横井委員 使用する教室は決まっているのですか。 
○庶務課長 はい。１階の教室です。入って左の奥の教室です。 



○髙木委員長 使用期間が５年間というのは、何か意味があるのですか。 
○庶務課長 ５年間に特に意味はございません。学童クラブということで、区役所の内部での話ですの

で、使用許可ではなく使用承認という形なのですが、新規の案件に関しましては５年間を上限として

教育委員会で承認していこうということで、事務的に決められた期間です。永久にというわけにもい

きませんので、一定の目安として５年間としております。 
○髙木委員長 そのほかご質問はございませんか。よろしいでしょうか。それでは議決事項第１、議案

第１号、行政財産の使用承認については、原案どおり承認することにしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 では、原案どおり決定いたします。 
 
議決事項第２ 

  議案第２号「統合新図書館の基本理念等について」の案件を上程し、あずま図書館長が説明する。 

○横井委員 今、図書館同士の本の交換は１日にどの程度の頻度で行っているのですか。 
○あずま図書館長 図書館専用の交換便が１日２回、午前と午後に巡回しています。 
○横井委員 これは今後の課題になるのだと思うのですが、学校図書館との連携なども考えたとき、そ

の整理も今後必要になってくるのかなと思います。 
○髙木委員長 今後の課題についてはあまり議論していないのですが、いろいろあると思います。 
○久保教育長 今後の課題の中で、サービスネットワークの拡大というテーマが提示されています。統

合新図書館の整備にあたって、署名の中でも提起されているのですが、それぞれの地域に近いところ

にサービス拠点が欲しいという意見があるようなのですが、そういうことも、今後の課題として並行

的に考えていくという趣旨ですか。 
○あずま図書館長 はい。今後、新しい課題が生じる可能性がありますので、そういった場面ごとに応

じて必要な対応策を並行して行っていくべきであろうと認識しております。 
○髙木委員長 今後の課題については、いつごろ本格的に議論するのでしょうか。 
○あずま図書館長 今日お示しさせていただいた参考資料で２項目ほど挙げさせていただきましたが、

もう少し図書館内部で具体的な議論をし、ある程度整理ができてから、それを教育委員会でいろいろ

な角度から議論していただきたいと考えております。今の段階では、具体的にいつからとお答えする

のは難しいのですが、なるべく早く議論していただけるよう準備を進めたいと考えております。 
○久保教育長 特に２点目のほうについては、統合新図書館が実際に立ち上がるときには一定の方向付

けはされていないといけないですね。 
○あずま図書館長 ２点目については、施設整備と同時並行でやっていかなければいけないと考えてい

ますし、これが確立した時点で１点目のほうにも関連していきます。お互いに関連性が高いので、一

体的にやっていかざるを得ないと考えております。 
○髙木委員長 基本理念と整備計画の関係なのですが、例えば、基本理念の２点目の、墨田区の情報セ

ンターとしての図書館として、本区の文化や名物などの資料の提供というのがありますよね。整備計

画のほうだと、そういう表現ではなく、ＩＴを活用した情報センターという書き方になっていますよ

ね。これは、整備計画のほうではこういう書き方をしているけれど、基本理念の２点目を含んでいる

というふうに解釈していいのですか。 



○あずま図書館長 はい。当然基本理念を包含させた内容として、整備計画に反映させたいという趣旨

です。 
○髙木委員長 他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。それでは議決事項第２、議案第２

号、統合新図書館の基本理念等については、原案どおり決定することにしたいと思いますが、ご異議

ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、原案どおり決定いたします。 
  
報告事項第１ 

  すみだ郷土文化資料館の臨時開館について、資料１のとおり生涯学習課長が説明する。 

○横井委員 ＮＨＫの放映の影響はどのくらいあったのでしょうか。 
○生涯学習課長 放映後かなり入館者が増えまして、最終集計はまだなのですが、入館者は3,000人を

超えているということです。ＮＨＫの放映というのは非常に効果が大きく、その後10日間くらいで入

館者がかなり増えました。 
○髙木委員長 私は１月６日に行ったのですが、結構混んでいましたね。 
○横井委員 私は初日の４日に行ったのですが、すいていました。 
○髙木委員長 いろいろ充実した資料がありました。 
 
報告事項第２ 

あずま図書館・寺島図書館の存続を求める署名について、あずま図書館長が説明する。 

    （特に意見なし） 
○髙木委員長 以上で予定の議決事項、報告事項はすべて終了しました。これで教育委員会を閉会しま

す。 


